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迫川上流土地改良区
　理事長　髙 橋　義 矩

ごあいさつ

　組合員の皆様方には、土地改良区の運営に常日頃より格別なるご協力を賜り厚く御礼
申し上げます。
　今年の天候を顧みますと、春先から好天に恵まれ８月には観測史上最長の猛暑日の連
続記録を更新し、水不足のため一部地域においては番水の協力をいただきました。その
後は長雨と平成２７年９月関東・東北豪雨の災害により、職員が巡回しての被災報告で
は改良区内の施設にも２億円以上の被害を受け、その復旧に追われて参りました。この
ように最近の気候変動による局所的豪雨や渇水が多く発生しているなか、迫川上流地区
は山地を抱え、平地においては河川水位より低い農地の冠水があったりと、どの地区も
維持管理に苦慮している現実であります。こういったことから災害に強い仕組みづくり
を国、県等に訴え続けなければならないと考えております。
　さて、最近の農業をめぐる情勢ですが過疎化、高齢化等に加え、ＴＰＰの交渉過程が
秘密にされた中で合意してから内容が公表され、国会決議で聖域確保を求めた「重要５
品目」も３割で関税を撤廃する等ＴＰＰによる農産物の市場開放の水準が想定もしない
くらい高いことが、改めて浮き彫りになりました。土地改良区の事業や運営にも大きな
影響を及ぼすことも考えられるため、様々な想定を常に念頭に置きながら組合員皆様の
負託に応えるべく努力する所存であります。
　次に土地改良区の統合整備につきましては、関係機関のご指導をいただき、４月１６
日に西向土地改良区との合併予備契約調印、７月２４日の総代会での合併承認を経て
１２月１日付で東北農政局長より合併認可をいただきました。改めて関係機関、関係組
合員に感謝申し上げる次第でございます。一方、真坂土地改良区との合併につきまして
は、事務処理等の課題が若干残っておりますことから、今少し先になる見込みです。
　今日の農業・農村は農地中間管理事業、日本型直接支払い制度、国土強靭化による防
災減災対策等各種施策も展開されているなかで土地改良区が果たす役割、期待は今後も
大きくなると考えております。幸い農業農村整備事業は、予算が政権交代前に戻りつつ
ありますが、予定工期が伸びる傾向が続いており、短期間で完了するように推進に努め
て参ります。
　土地改良区業務運営につきましては、財務報告、事業報告を広報に記載しているとお
りであり依然として農業を取り巻く環境は非常に厳しい状況ですが、『組合員のための
土地改良区』を基本理念に据え、役職員が一丸となって健全運営により一層鋭意努力し
て参る所存でありますので、組合員皆様方の暖かいご支援ご協力をお願い申し上げます。
　終わりに新しい年が皆様にとって佳き年でありますようご祈念申し上げ、ご挨拶とい
たします。

２



第16回総代会開催
　平成２７年７月２４日（金）午前１０時から栗原市若柳総合文化センター「ドリーム・パル」において、
第１６回総代会が開催されました。
　総代８７名中６６名出席のもと、来賓に菅原信二栗原市産業経済部長並びに藤田重晴栗原市産業経済部農
村整備課長の出席を頂き、議長には栗原市志波姫地区の小野寺源清氏が選出され、執行部から提案された
４７案件の議案内容が慎重審議され、全て原案通り承認可決されました。

 

【 挨拶する髙橋理事長 】 【 小野寺源清議長
　　　（志波姫地区）】

【 採決の様子 】
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議
案
第

　一

　号

　
　平
成
二
十
六
年
度

　事
業
報
告
の
承
認
に
つ
い
て

議
案
第

　二

　号

　
　平
成
二
十
六
年
度

　一
般
会
計
収
入
支
出
決
算
の
承
認
に
つ
い
て

議
案
第

　三

　号

　
　平
成
二
十
六
年
度

　石
越
特
別
会
計
収
入
支
出
決
算
の
承
認
に
つ
い
て

議
案
第

　四

　号

　
　平
成
二
十
六
年
度

　金
生
地
区
維
持
管
理
特
別
会
計
収
入
支
出
決
算
の
承
認
に
つ
い
て

議
案
第

　五

　号

　
　平
成
二
十
六
年
度

　沢
辺
地
区
維
持
管
理
特
別
会
計
収
入
支
出
決
算
の
承
認
に
つ
い
て

議
案
第

　六

　号

　
　平
成
二
十
六
年
度

　償
還
金
積
立
特
別
会
計
収
入
支
出
決
算
の
承
認
に
つ
い
て

議
案
第

　七

　号

　
　平
成
二
十
六
年
度

　宮
野
地
区
維
持
管
理
特
別
会
計
収
入
支
出
決
算
の
承
認
に
つ
い
て

議
案
第

　八

　号

　
　平
成
二
十
六
年
度

　国
営
施
設
補
償
金
特
別
会
計
収
入
支
出
決
算
の
承
認
に
つ
い
て

議
案
第

　九

　号

　
　平
成
二
十
六
年
度

　下
畑
岡
地
区
維
持
管
理
特
別
会
計
収
入
支
出
決
算
の
承
認
に
つ
い
て

議
案
第

　十

　号

　
　平
成
二
十
六
年
度

　尾
松
第
一
地
区
維
持
管
理
特
別
会
計
収
入
支
出
決
算
の
承
認
に
つ
い
て

議
案
第
十
一

　号

　
　平
成
二
十
六
年
度

　尾
松
第
二
地
区
維
持
管
理
特
別
会
計
収
入
支
出
決
算
の
承
認
に
つ
い
て

議
案
第
十
二

　号

　
　平
成
二
十
六
年
度

　渡
丸
地
区
維
持
管
理
特
別
会
計
収
入
支
出
決
算
の
承
認
に
つ
い
て

議
案
第
十
三

　号

　
　平
成
二
十
六
年
度

　栗
原
地
区
維
持
管
理
特
別
会
計
収
入
支
出
決
算
の
承
認
に
つ
い
て

議
案
第
十
四

　号

　
　平
成
二
十
六
年
度

　尾
松
第
一
、
第
二
地
区
農
作
業
受
委
託
基
金
特
別
会
計
収
入
支
出
決
算
の
承
認
に
つ
い
て

議
案
第
十
五

　号

　
　平
成
二
十
六
年
度

　荒
砥
沢
発
電
所
特
別
会
計
収
入
支
出
決
算
の
承
認
に
つ
い
て

議
案
第
十
六

　号

　
　平
成
二
十
六
年
度

　職
員
退
職
給
与
積
立
特
別
会
計
収
入
支
出
決
算
の
承
認
に
つ
い
て

議
案
第
十
七

　号

　
　平
成
二
十
六
年
度

　決
済
金
積
立
特
別
会
計
収
入
支
出
決
算
の
承
認
に
つ
い
て

議
案
第
十
八

　号

　
　平
成
二
十
六
年
度

　三
迫
川
沿
岸
財
産
区
特
別
会
計
収
入
支
出
決
算
の
承
認
に
つ
い
て

議
案
第
十
九

　号

　
　平
成
二
十
六
年
度

　若
柳
川
南
財
産
区
特
別
会
計
収
入
支
出
決
算
の
承
認
に
つ
い
て

議
案
第
二
十

　号

　
　平
成
二
十
六
年
度

　二
迫
川
沿
岸
財
産
区
特
別
会
計
収
入
支
出
決
算
の
承
認
に
つ
い
て

議
案
第
二
十
一
号

　
　平
成
二
十
六
年
度

　県
営
沖
富
地
区
ほ
場
整
備
事
業
特
別
会
計
収
入
支
出
決
算
の
承
認
に
つ
い
て

議
案
第
二
十
二
号

　
　平
成
二
十
六
年
度

　県
営
沖
富
地
区
ほ
場
整
備
事
業
預
り
金
特
別
会
計
収
入
支
出
決
算
の
承
認
に
つ
い
て

議
案
第
二
十
三
号

　
　平
成
二
十
六
年
度

　新
田
地
区
維
持
管
理
特
別
会
計
収
入
支
出
決
算
の
承
認
に
つ
い
て

議
案
第
二
十
四
号

　
　平
成
二
十
六
年
度

　杭
ヶ
浦
地
区
維
持
管
理
特
別
会
計
収
入
支
出
決
算
の
承
認
に
つ
い
て

議
案
第
二
十
五
号

　
　平
成
二
十
六
年
度

　財
産
目
録
の
承
認
に
つ
い
て

　
　監

　
　査

　
　報

　
　告

議
案
第
二
十
六
号

　
　吸
収
合
併
の
承
認
に
つ
い
て

議
案
第
二
十
七
号

　
　合
併
予
備
契
約
書
の
承
認
に
つ
い
て

議
案
第
二
十
八
号

　
　合
併
予
備
契
約
書
第
三
条
第
一
項
に
掲
げ
る
書
類
の
承
認
に
つ
い
て
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仮
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議
案
第
二
十
九
号

　
　定
款
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

議
案
第
三
十

　号

　
　役
員
選
任
規
程
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

議
案
第
三
十
一
号

　
　平
成
二
十
七
年
度

　一
般
会
計
収
入
支
出
補
正
予
算
に
つ
い
て

議
案
第
三
十
二
号

　
　平
成
二
十
七
年
度

　石
越
特
別
会
計
収
入
支
出
補
正
予
算
に
つ
い
て

議
案
第
三
十
三
号

　
　平
成
二
十
七
年
度

　金
生
地
区
維
持
管
理
特
別
会
計
収
入
支
出
補
正
予
算
に
つ
い
て

議
案
第
三
十
四
号

　
　平
成
二
十
七
年
度

　沢
辺
地
区
維
持
管
理
特
別
会
計
収
入
支
出
補
正
予
算
に
つ
い
て

議
案
第
三
十
五
号

　
　平
成
二
十
七
年
度

　償
還
金
積
立
特
別
会
計
収
入
支
出
補
正
予
算
に
つ
い
て

議
案
第
三
十
六
号

　
　平
成
二
十
七
年
度

　宮
野
地
区
維
持
管
理
特
別
会
計
収
入
支
出
補
正
予
算
に
つ
い
て

議
案
第
三
十
七
号

　
　平
成
二
十
七
年
度

　下
畑
岡
地
区
維
持
管
理
特
別
会
計
収
入
支
出
補
正
予
算
に
つ
い
て

議
案
第
三
十
八
号

　
　平
成
二
十
七
年
度

　尾
松
第
一
地
区
維
持
管
理
特
別
会
計
収
入
支
出
補
正
予
算
に
つ
い
て

議
案
第
三
十
九
号

　
　平
成
二
十
七
年
度

　尾
松
第
二
地
区
維
持
管
理
特
別
会
計
収
入
支
出
補
正
予
算
に
つ
い
て

議
案
第
四
十

　号

　
　平
成
二
十
七
年
度

　渡
丸
地
区
維
持
管
理
特
別
会
計
収
入
支
出
補
正
予
算
に
つ
い
て

議
案
第
四
十
一
号

　
　平
成
二
十
七
年
度

　栗
原
地
区
維
持
管
理
特
別
会
計
収
入
支
出
補
正
予
算
に
つ
い
て

議
案
第
四
十
二
号

　
　平
成
二
十
七
年
度

　荒
砥
沢
発
電
所
特
別
会
計
収
入
支
出
補
正
予
算
に
つ
い
て

議
案
第
四
十
三
号

　
　平
成
二
十
七
年
度

　決
済
金
積
立
特
別
会
計
収
入
支
出
補
正
予
算
に
つ
い
て

議
案
第
四
十
四
号

　
　平
成
二
十
七
年
度

　県
営
沖
富
地
区
ほ
場
整
備
事
業
特
別
会
計
収
入
支
出
補
正
予
算
に
つ
い
て

議
案
第
四
十
五
号

　
　平
成
二
十
七
年
度

　県
営
沖
富
地
区
ほ
場
整
備
事
業
預
り
金
特
別
会
計
収
入
支
出
補
正
予
算
に
つ
い
て

議
案
第
四
十
六
号

　
　平
成
二
十
七
年
度

　新
田
地
区
維
持
管
理
特
別
会
計
収
入
支
出
補
正
予
算
に
つ
い
て

議
案
第
四
十
七
号

　
　平
成
二
十
七
年
度

　杭
ヶ
浦
地
区
維
持
管
理
特
別
会
計
収
入
支
出
補
正
予
算
に
つ
い
て



【その他特別会計】 （単位：円）

収
入
決
算
額

支
出
決
算
額

会計名
項目

組 合 費

補 助 金

交 付 金

受 託 費

雑収入及び使用料

区債及び借入金

一時利用地収益徴収金

繰 入 金

繰 越 金

 合  計  

事 務 費

維 持 管 理 費

借 入 償 還 金

分担金及び負担金

換 地 業 務 費

積 立 金

一時利用地収益交付金

予 備 費

 合  計 　

翌 年 度 へ 繰 越 

84,880,061

12,650,900

7,560,000

4,442,779

7,501,048

11,482,653

128,517,441

40,468

70,186,143

53,461,050

150,000

0

0

123,837,661

4,679,780

2,734,171

457

619,000

2,497,270

5,850,898

4,916,118

0

4,916,118

934,780

1,218,855

205

195,000

738,966

2,153,026

1,520,052

0

1,520,052

632,974

6,500

4,264,120

1,535,020

5,805,640

18,256

0

0

18,256

5,787,384

2,780,422

34,928,200

1,588

3,874,100

1,496,871

43,081,181

55,292

12,018,096

26,087,692

0

38,161,080

4,920,101

1,625,845

3,424,500

24,348

1,449,309

6,524,002

22,500

5,867,349

0

5,889,849

634,153

2,615,793

33,692,000

1,146

1,346,064

37,655,003

16,376

2,689,481

34,634,382

0

37,340,239

314,764

2,009,428

4,400,000

3,272,400

36,390

2,160,000

363,114

4,445,839

16,687,171

6,201,550

291,150

634,966

2,172,000

3,348,475

363,114

0

13,011,255

3,675,916

石　　越 金生地区
維持管理

沢辺地区
維持管理

尾松第1地区
維 持 管 理

尾松第2地区
維 持 管 理

渡丸地区
維持管理

栗 原 地 区
維 持 管 理

沖富地区
県　ぽ
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平成 26 年度　財  務  状  況
迫川上流土地改良区規約第 47 条の規定に基づき平成 26 年度の財務状況を報告いたします。

【一般会計】

繰越金
52,250,979円

11%
収入　488,643,462円

支出　 436,541,116円

繰越額　52,102,346円

組合費
182,157,332円

37%

負担金及び補助金
222,592,764円

46%

雑収入及び使用料
7,585,307円

1.5%

受託費
11,442,080円

2%

交付金
6,615,000円

1.5%

繰入金
6,000,000円

1%

事務費
148,127,429円

34%

維持管理費
192,008,147円

44%

借入償還金
70,860,806円

16%

負担金
580,184円

0.1%

繰出金
14,327,902円

3.3%

固定資産取得費
1,385,640円

0.3%

基幹水利施設管理事業
4,639,243円

1.1%

集団化事業推進費
4,611,765円

1.1%



平成 26 年度　財  産  目  録

１. 固定負債

　（１）公庫資金等長期借入金

　　①県営かんがい排水事業費借入金

　　②県営ほ場整備事業費借入金

　　③団体営かんがい排水事業費借入金

　（２）その他の長期借入金

　　①県営かんがい排水事業費借入金

　　②団体営かんがい排水事業費借入金

　

767,171,491

574,067,473

190,726,757

2,377,261

66,808,470

62,904,108

3,904,362 

833,979,961負　　債　　合　　計

項　　　　　　　　　目 金　　額

【負債の部】 （単位：円）【資産の部】

87,145,759
3,707,090

32,248,449
1,751,820

211,818,906
339,593,354
676,265,378資　産　合　計

項　　　目 金　　額
１. 流動資産
　 　　① 現金及び預金
　　　 ② 未収賦課金
２. 固定資産
　 　　① 有形固定資産
　　　 ② 無形固定資産
３. その他固定資産
　 　　① 基本財産
　 　　② 特定資産

（単位：円）

土　地　改　良　区　広　報 平成 27年 12月 1日

５

収
入
決
算
額

支
出
決
算
額

会計名
項目

（単位：円）

積 立 金 収 入

決 済 金

雑 収 入

繰 入 金

繰 越 金

　 合 　 計 　

事 務 費

繰 出 金

補 填 金

補 償 金

予 備 費

 合  計 　

翌 年 度 へ 繰 越 

7,466,585

962

5,225,377

12,692,924

5,000,000

0

5,000,000

7,692,924

912,509

190

654,062

1,566,761

1,008,048

0

1,008,048

558,713

601

3,018,352

3,018,953

7,500

0

7,500

3,011,453

604

2,137,441

2,138,045

1,500

24,000

0

25,500

2,112,545

2,783

11,369,359

11,372,142

4,500

0

4,500

11,367,642

218

531,133

1,086,234

1,617,585

830,603

830,603

786,982

92

464,113

464,205

0

0

464,205

償還金積立 決済金積立 三迫川沿岸
財　産　区

若 柳 川 南
財　産　区

二迫川沿岸
財　産　区

尾松第1、第2
受委託基金

国 営 施 設
補　償　金

（単位：円）

収
入
決
算
額

支
出
決
算
額

会計名
項目

組 合 費

交 付 金

発 電 収 入

雑収入及び使用料

繰 入 金

繰 越 金

 合  計  

事 務 費

維 持 管 理 費

積 立 金

退 職 金

予 備 費

 合  計 　

翌 年 度 へ 繰 越 

1,300,235

239,317

265,102

1,804,654

21,268

1,295,654

0

1,316,922

487,732

下畑岡地区
維 持 管 理

宮 野 地 区
維 持 管 理

新 田 地 区
維 持 管 理

杭ヶ浦地区
維 持 管 理

沖富地区
県ぽ預り金

荒　砥　沢
発　電　所

職 員 退 職
給 与 積 立

2,233,052

1,890,000

1,612

8,062,366

1,206,512

13,393,542

20,264

12,130,331

0

12,150,595

1,242,947

2,380,695

29,022

1,051,348

3,461,065

2,069,831

0

2,069,831

1,391,234

1,818,990

3,525

265,000

708,054

2,795,569

1,750,561

252,000

0

2,002,561

793,008

83,671

177,351,570

177,435,241

0

0

177,435,241

69,963,002 

13,796

47,274,693

117,251,491

67,276

24,422,557

84,000,000 

0

108,489,833

8,761,658

28,965

8,317,902

123,343,170

131,690,037

172,080

0

172,080

131,517,957

【その他特別会計】

3 事業地区分

6 事業地区分

1 事業地区分

2 事業地区分

1 事業地区分



平成 26 年度　事  業  報  告

川口揚水機場整備補修工事

下畑岡第５揚水機場整備補修工事

渡丸揚水機場整備補修工事

若柳六畝揚水機場整備補修工事

石越地区須崎前揚水機場整備補修工事

設計書作成業務

7,452,000 円

2,160,000 円

4,838,400 円

5,616,000 円

4,104,000 円

907,200 円

25,077,600 円

栗原市一迫地内

栗原市若柳地内

栗原市栗駒地内

栗原市若柳川北地内

登米市石越町地内

上記５地区

工　　　事　　　名 事　業　費 工  事  場  所 工　　　事　　　内　　　容

合　　　　計

第１.  組合員及び地区面積
　　組合員数　7,725 人　　　　地区面積　102,832,840.15 ㎡

第２.  事業の状況
　1　施設維持管理の状況
　　●土地改良施設維持管理適正化事業

　土地改良施設維持管理適正化事業とは、ポンプ、モーターのオーバーホール、ゲート等の塗装、機
械等の部品の取り替えなど、数年に一度行う施設の整備補修に要する経費に対し助成される事業で、
一般的な補助事業と異なる点は、事前に事業に加入し整備補修に必要な費用の一定額を、拠出金とし
て毎年全国土地改良事業団体連合会に拠出することで、土地改良区が助成を受ける制度です。

φ450mm 横軸両吸込渦巻ポンプ補修整備、
電気設備補修工事、132kw モーター補修工事
φ150mm×7.5kw 着脱式水中ポンプ
整備補修工事
φ200 ㎜ ×30kw 着脱式水中ポンプ
整備補修工事
φ300mm 横軸両吸込渦巻ポンプ整備補修、
30kw モーター補修工事、補機設備補修工事
φ250mm×18.5kw 着脱式水中ポンプ
整備補修工事

設計業務
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川口揚水機場整備補修工事 下畑岡第5揚水機場整備補修工事

若柳六畝揚水機場整備補修工事 石越地区須崎前揚水機場整備補修工事

渡丸揚水機場整備補修工事
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登米市石越町地内　外 110,483,469 円土手前揚水機場ポンプ更新工事　外 288 件 県営造成施設　外

地　　区 附　　　記金　　額維 持 管 理 の 内 容

　 2　工事の施行状況
　　●本年度団体営事業の概要
　　　①農業基盤整備促進事業

●維持管理の状況

水中ポンプの更新 排水路の土砂撤去 用水路の目地補修 用水路の嵩上げ

川台幹線用水路法面整備工事

南谷地地区排水路布設替他工事

有賀排水機場護岸整備工事
尾松第 2 地区排水路整備工事
押込地区排水路整備工事
区画拡大・暗渠排水工事
実施設計書作成業務

2,138,400 円

1,004,400 円

3,704,400 円

2,484,000 円

5,756,400 円

38,618,640 円

4,503,600 円
58,209,840 円

栗原市一迫地内

栗原市若柳地内

栗原市若柳地内

栗原市栗駒地内

登米市石越町地内

栗原市地内

上記６地区

工　　　事　　　名 事　業　費 工  事  場  所 工　　　事　　　内　　　容

合　　　　計

軽量法枠工 A=100.0 ㎡、L=35.35m
排水路布設替 HF500×700 L=40.0m
客土工 A=1.2ha
搬路スロープ工 N=1 箇所

排水路布設 HF500×500 L=150.2m

ブロックマット工 A=460.8 ㎡、L=144m

区画拡大 A=24.5ha、暗渠排水 A=12.0ha

測量設計業務

　改
良
区
発
注
の
工
事
で
は
、
左
の
よ

う
な
看
板
を
設
置
し
て
お
り
ま
す
。
工

事
現
場
に
は
重
機
・
ト
ラ
ッ
ク
が
出
入

り
し
、
大
変
危
険
で
す
の
で
近
づ
か
な

い
よ
う
ご

協
力
お
願

い
し
ま
す
。

ご
迷
惑
を
お
掛
け
致
し
ま
す

川台幹線用水路法面整備工事

施
工
前

完
成

南谷地地区排水路布設替他工事

施
工
前

完
成

有賀排水機場護岸整備工事

施
工
前

完
成

尾松第2地区排水路整備工事

施
工
前

完
成

押込地区排水路整備工事

施
工
前

完
成

区画拡大・暗渠排水工事

施
工
前

完
成



石越揚水機場流量計補修工事
実施設計書作成業務

8,175,600 円

410,400 円

8,586,000 円

栗原市若柳地内

栗原市若柳地内

工　　　事　　　名 事　業　費 工  事  場  所 工　　　事　　　内　　　容

合　　　　計

超音波流量計交換工事

測量設計業務
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　　　②水利施設整備（基幹水利施設保全型）

総　代　会

理　事　会

２回

１１回

６回

２回

監　事　会

監　　　査

３回

６８回

総務委員会

その他委員会・会議

会　　議　　名 件　数 会　　議　　名 件　数 会　　議　　名 件　数

施工状況

　3　県営事業の進捗状況

県営農村地域防災減災事業沖富地区 108,000,000 円 栗原市築館地内 95.20%区画整理　　A=8.0ha
暗渠排水工　A=8.0ha

県　営　事　業　名 工　事　内　容事　業　費 工 事 場 所 進  捗  率

一般会計

外　12 特別会計

196,647,390 円

139,157,323 円

会 　計　 名 維持管理経費 附　　　　　　　　記
国営施設管理費、県営施設管理費、末端施設管理費　外

水路工事・施設管理費、施設電気料　外

超
音
波
流
量
計

変
換
器
取
付
状
況

検
出
器
取
付
状
況

第３.　事務の経過
　　●会議の件数

第４.　経理の状況
　　●施設維持管理の状況

　　●借　入　金

沖富地区 2,160,000 円

地　 区 借入年月日
日本政策金融公庫

（仙台支店）

借　入　先 利　率（%）

H27.3.25 震災により
無利子

借入金総額 償還期限 当年度償還額 未償還額

2,160,000 円0 円H35.1.10

　　●一時借入金　　　　　　なし 

　　●賦課金の納入状況（平成27年５月31日現在）

一般会計　外 11 会計
経常賦課金 

事業費賦課金 

178,677,582 円

112,784,387 円

291,461,969 円

98％

98％

98％

2,223,032 円

1,484,058 円

3,707,090 円

176,454,550 円

111,300,329 円

287,754,879 円

項　　　　　　　目 調　定　額 徴　収　額 未　納　額 徴  収  率

合　　　　　計
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　本年度は３施設で事業費合計 10,500 千円の適正化事業が施行されます。事業の実施予定時期
は 12 月～ 3月となっており、施行施設及び事業内容については次のとおりです。

■土地改良施設維持管理適正化事業

　この事業は、農家の経営規模の拡大や農作物の高付加価値化・品質向上等を目的に、整備済み
の農地区画の拡大や暗渠管設置といった簡易な農地整備に助成する事業です。当改良区では、以
下の３箇所を施行する予定です。

■農業基盤整備促進事業

川台用水路整備工事

押込工区排水路整備工事

迫川上流（４）地区 区画拡大・暗渠排水工事

栗原市一迫地内

登米市石越町地内

栗原市栗駒地内外

Ｌ＝１９．３ｍ

Ｌ＝１２５．６ｍ

区画拡大工　Ａ＝５．０ｈａ
暗渠排水工　Ａ＝６．０ｈａ

工　　　事　　　名 施　行　場　所 施　行　延　長

電気設備整備補修（土砂吐操作盤）
巻上機カバー整備補修

φ250mm×30kw水中ポンプ整備補修
電気設備整備補修
　（リレー、タイマー等）
付帯設備整備補修
　（無送水検知器、スクリーン等）

φ250mm×22kw水中ポンプ整備補修
電気設備整備補修（操作盤等）

施
設
名

現
況
写
真

工
事
内
容

軽  辺  頭  首  工

栗原市栗駒岩ヶ崎茂庭町地内

的場下揚水機場

登米市石越町北郷字新橋向地内

金生第１揚水機場

栗原市金成入生田地内

　４月16日、迫川上流土地改良区と西向土地改良区の合併
予備契約調印式が執り行われました。契約書へは宮城県北
部地方振興事務所長増子友一様、栗原市長佐藤勇様、登米
市長布施孝尚様、一関市長勝部修様、並びに西向土地改良
区理事長菅原宗勝様、迫川上流土地改良区髙橋義矩理事長
が署名し、出席者の見守る中、滞りなく調印されました。
　今回の合併によって、土地改良区の経営基盤の強化を図
ると共に、用排水施設の維持管理体制の充実、行政、農業関係機関との連携強化、事務体制の
充実、経費節減など多面にわたって発展的な展望が開け、組合員の皆様へのきめ細かな対応が
　　　　　　　　　　　　　　　可能になるよう努めてまいります。

【 合併予備契約書署名 】

【 合併予備契約書の披露 】

平成27年12月1日付で、
東北農政局長より合併認可されました！
※真坂土地改良区との合併につきましては、現在合併推進協議
　会準備会を構成し課題等を整理協議中であり、早期の合併に
　向け進めております。

合併予備契約調印式挙行



国営造成施設管理体制整備促進事業

　２１世紀土地改良区創造運動とは新しい時代を迎え、農業農村を取り巻く情勢が著しく
変貌する中、土地改良区が果たしてきた役割、機能を改めて見直すとともに、多面的な機
能の確保など国民が期待する新たな役割に対する土地改良区の取り組みを、地域の人たち
と一緒になって考えていくことを提案する運動です。
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21世紀土地改良区創造運動21世紀土地改良区創造運動

　
今
年
も
栗
原
市
金
成
地
区
の
三
集
落
の
方
々

と
栗
原
市
立
金
成
小
中
学
校
、
更
に
は
関
係
機

関
の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
六
月
二
日
に
活
動
を

行
い
ま
し
た
。
植
栽
活
動
前
に
水
田
や
水
路
が

も
つ
多
面
的
な
役
割
等
の
講
話
が
行
わ
れ
、
い

か
に
農
業
以
外
に
活
躍
し
て
い
る
の
か
、
ど
れ

ほ
ど
地
域
貢
献
し
て
い
る
か
を
学
習
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
よ
り
良
い
植
栽
の
た
め
の
植
栽
ポ
イ

ン
ト
を
グ
リ
ー
ン
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
か
ら
ク
イ
ズ

形
式
で
説
明
し
て
い
た
だ
き
、
三
年
生
と
七
年

生
（
中
学
一
年
）
が
バ
デ
ィ
ー
と
な
り
地
域
の

方
々
と
、
関
係
機
関
も
そ
の
輪
に
加
わ
り
交
流

を
図
り
な
が
ら
、
ペ
チ
ュ
ニ
ア
や
サ
ル
ビ
ア
な

ど
色
と
り
ど
り
の
プ
ラ
ン

タ
ー
を
協
力
し
な
が
ら
七

十
四
鉢
完
成
さ
せ
ま
し
た
。

植
え
終
わ
っ
た
プ
ラ
ン

タ
ー
は
、
軽
辺
幹
線
用
水

路
、
杉
橋
用
水
路
へ
設
置

し
花
で
景
観
の
向
上
を
図

り
、
生
徒
さ
ん
に
書
い
て

い
た
だ
い
た
メ
ッ
セ
ー
ジ

カ
ー
ド
を
添
え
地
域
に
呼

び
か
け

を
し
ま
し

た
。

　
九
月
十
六
日
、
栗
原
市
立

一
迫
小
学
校
四
年
生
と
そ
の

保
護
者
を
対
象
に
、
第
十
六

回
伊
豆
野
堰
祭
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
毎
年
伊
豆
野
せ
せ
ら

ぎ
公
園
を
会
場
と
し
て
行
わ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
今
年
は

十
日
か
ら
十
一
日
に
か
け
て

降
り
続
い
た
記
録
的
豪
雨
に

よ
り
、
河
川
が
濁
流
と
な
り

伊
豆
野
頭
首
工
か
ら
の
取
水

が
出
来
な
か
っ
た
為
、
一
迫

小
学
校
に
会
場
を
移
し
、
一

部
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
変
更
し
て

の
伊
豆
野
堰
祭
開
催
と
な
り

ま
し
た
。
伊
豆
野
堰
の
歴
史
に
つ
い
て
の
紙
芝
居
「
伊

豆
野
堰
物
語
」
や
、「
伊
豆
野
堰
の
あ
ら
ま
し
」
で
、

下
流
地
域
へ
用
水
を
導
く
た
め
の
水
路
造
成
の
苦
労

を
勉
強
し
、
展
示
し
た
「
農
業
と
農
村
の
い
ろ
い
ろ

な
働
き
」、「
田
ん
ぼ
や
農

村
の
役
割
」
な
ど
の
パ
ネ

ル
で
農
業
と
農
村
の
い
ろ

い
ろ
な
働
き
に
つ
い
て
学

び
ま
し
た
。

　
八
月
二
十
九

日
に
開
催
さ
れ

た
「
２
０
１
５

栗
原
市
民
ま
つ

り
」
に
、
農
業

用
水
利
施
設
の
多

面
的
機
能
の
紹
介

と
し
て
、
出
展
し

ま
し
た
。
農
業
用
水
利
施
設
は
田
ん
ぼ
に

水
を
届
け
る
だ
け
で
な
く
、
防
災
や
生
活

環
境
の
保
全
な
ど
、
私
た
ち
の
生
活
を
支

え
お
り
、
そ
の
様
々
な
働
き
に
つ
い
て
、

広
く
皆
さ
ん
に
紹
介
す
る
た
め
の
パ
ネ
ル

を
展
示
し
ま
し
た
。
パ
ネ
ル
内
に
答
え
が

隠
れ
て
い
る
ク
イ
ズ
に
挑
戦
し
て
い
た
だ

い
て
、
解
答
者
全
員
に
景
品
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
。

そ
し
て
今
年
は
、『
伊
豆
野
堰
物
語
』
の
紙

芝
居
を
ス
ラ
イ
ド
シ
ョ
ー
に
し
て
上
映
。

農
業
用
水
利
施
設
の
歴
史
や
私
た
ち
の
生

活
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
つ

い
て
、
お
年
寄
り
や
小
さ
な
お
子
さ
ん
ま
で
、

多
く
の
方
々
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
い

た
一
日
と
な
り
ま
し
た
。

第
十
六
回
伊
豆
野
堰
祭

『
栗
原
市
民
ま
つ
り
』に
出
展

花
い
っ
ぱ
い
運
動

第
十
六
回
伊
豆
野
堰
祭

『
栗
原
市
民
ま
つ
り
』に
出
展

花
い
っ
ぱ
い
運
動
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　毎年、賦課金納入通知書発行後に「土地の移動をした」「土地の面積が違う」「組合員
名義が違う」等の問い合わせが多数あります。関係する市町村の農業委員会等への届出、
登記が完了しても、土地改良区への届出がなければ台帳の修正は行われません。
届出用紙は土地改良区に備え付けてあるほか、迫川上流土地改良区のホームページ
（http://www.hakuue.jp）からもダウンロードができます。

手続き忘れていませんか？手続き忘れていませんか？
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰

迫川上流

『組合員資格得喪通知書』
　　　　　　での届出が必要

『農地転用等の通知書』
『地区除外申請書』
　　　　　　での届出が必要

◆農地を売買または交換並びに贈与したとき
◆農地を賃貸借した または賃貸借を解除したとき
◆農業者年金の受給または
　　　　　　　　　後継者へ経営を移譲したとき
◆組合員の方が亡くなったとき
◆住所を変更したとき

◆農地を宅地等に転用するとき
◆畑等に地目変更するとき
◆公共事業等で農地が買収されたとき

地区除外決済金の納入も
必要となります。

県営かん排迫川上流地区（三迫川沿岸地区）
県営かん排迫川上流３期地区（一迫川沿岸地区）
川南地区県営ほ場整備
県営かん排迫川上流地区（石越地区）
県営かん排石越南部地区
石越地区迫川上流かん排附帯団体営
県営石越南部地区ほ場整備

決　済　金　種　別 1,000㎡当り 決　済　金　種　別 1,000㎡当り
2,000円
11,700円
8,500円
7,610円
4,820円
420円

12,520円

県営石越北部地区ほ場整備
県営南谷地地区ほ場整備
石越地区維持管理（ほ場整備区域）田
石越地区維持管理（ほ場整備区域）畑
石越地区維持管理（ほ場整備区域外）田
石越地区維持管理（ほ場整備区域外）畑

22,490円
2,580円
34,000円
6,800円
13,600円
2,720円

　県営かんがい排水事業やほ場整備事業などの土地改良事業の事業費の内、地元負担分は借
入金（賦課金）によって賄われており、毎年組合員皆さんから賦課金として納入頂いています。
農地の転用、公共用地買収などにより地区除外されると、その土地の償還金や維持管理費等
を残った土地で負担しなければならなくなり、残りの組合員の方々の負担増となってしまい
ます。それらを解消するため、その土地の負担相当分（これから支払うべき償還金等）を決
済の対象とし、決済金を徴収することになっています。

平成27年度の決済金額は下表のとおりです。

※この決済金を納入しないと、いつまでも従前の面積のまま賦課されることになりますので
　ご注意ください。

改良区からのお願いとお知らせ改良区からのお願いとお知らせ

地区除外決済金



JA 窓口（JA栗っこ各支店、JAみや
ぎ登米各支店、JAいわて平泉花泉支店）
または土地改良区で手続きができます。
貯金通帳及び届出印をご持参の上、「口
座振替依頼書」に必要事項を記入し申
し込み下さい。

手続き方法

残高不足等で口座振替ができなかっ
た場合は、現金で納入する納付書を
郵送致します。左記 JA 窓口または
土地改良区で直接納入して頂くこと
になります。

振替できなかった場合

指定口座の名義変更・口座番号の
変更等が生じた時は、上記 JA 窓口
または土地改良区へ届出をお願い
致します。

指定口座に変更が生じた場合

口座振替日は前期・後期ともに一回
限りですので、振替不能とならない
よう、口座振替日前日までに必ず貯
金残高の確認をお願い致します。

残高確認について

他の納入方法として、郵便局からの振込も可能ですので
ご希望の方は総務課賦課徴収係までお問い合わせ下さい。
　　　　　　　　　　　　　　☎ 0228-32-7181

　口座振替の方の領収書につきましては、毎年12月に前期・後期分をまとめて
発行しております。この領収書は確定申告等の際に必要となりますので、大切
に保管して頂きますようお願い致します。

賦課金の納入は便利な口座振替をご利用下さい

土　地　改　良　区　広　報平成 27年 12月 1日
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領収書の発行について

　賦課金は賦課基準日（毎年 5月 1 日現在）の土地原簿記載地積により賦課さ
せて頂いています。賦課金納入通知書には当該年度に納めて頂く賦課金合計額
が記載され、その内訳が期別・賦課基準別に記載してあります。また、全ての
賦課種別・賦課金単価も記載してありますので参考にして頂きたいと思います。
納付書は、前期分と後期分を同時に発行しており、現金で納入される方は
前期分と後期分を一括で納入することも可能です。
　なお、賦課金は納期限が過ぎますと、過怠金として督促手数料及び延滞金（年
14.6％）が納期限翌日から日々加算されますので、期限内に納入くださいます
ようお願い致します。

賦 課 金 納 入 は 納 期 内 に賦 課 金 納 入 は 納 期 内 に賦 課 金 納 入 は 納 期 内 に

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰



　賦課金の滞納は土地改良法に基づき、地方税の滞納処分の例により認可を受けて理事が処分執
行することになります。納入が滞ってしまうと滞納額が大きくなり一度に支払うことが困難とな
り、改良区の業務運営等にも支障を来すことになります。
　滞納者には電話連絡・戸別訪問を行いながら納入の督励をしておりますが、それでも難しい場
合は、やむを得ず財産の差押えに踏み切っております。
　納付の相談は土地改良区事務所にて随時対応しておりますので、総務課賦課徴収係までお気軽
にご相談下さい。

滞納処分（財産差押え）の実施

用水管理について

許可水利権が変更されました！！

土　地　改　良　区　広　報 平成 27年 12月 1日
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　近年は晩期栽培や作付品種の多様化により、田植えの時期が長くなっています。
改良区としては、河川管理者から許可された“水利権”の中で用水を供給することになっています
ので、組合員皆様方のご要望に十分お応えできないのが現状です。
　「水」は、組合員皆さんの財産です。下流末端の方々は毎年用水に苦慮しています。
“譲り合いの精神”を大切に、ご協力をよろしくお願いいたします。

　平成２７年６月に新しい水利権が決まりました。取水量のイメージは下図のようになります。最
大取水できる期間は４月２１日から５月５日までを４月26日から５月10日までとなり５日間
ずれました。
　組合員の皆様から「水が足りない」
と言う苦情が多くなってきています
が、水利権の中で調整しなければな
らないのが現状で、許可水利権以上
に取水することは許されません。
　改良区としても精一杯用水供給に
努めておりますので、皆様のご理解
とご協力をよろしくお願い致します。

★田んぼに水を掛け終ったら、必ず水口は閉めましょう！
★用水を掛ける時は、下流にも流れるよう調整しましょう！
★『無駄な水は流さない』を徹底しましょう！

滞納賦課金は新組合員の負担になります！

というような相談に来られる方がおりますが、滞納賦課金は土地改良法第42条
（権利義務の承継）の規定に基づき、農地を買った組合員に支払の義務が生じます。
　農地を買うとき・借りるときは、滞納賦課金があるかを確認し、後で問題が
起きないよう互いに十分話し合って下さい。

「農地を買ったけど、後になって
　　　　　賦課金の滞納があることに気づいた・・・」

苗 代 期

代掻き期代掻き期
（代掻き・田植え

の時期）
（代掻き・田植え

の時期）
普　通　期

9/104/264/1 5/10

多い

水量

　少ない

新水利権のかんがい期

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰



　揚水機場のかんがい期前の揚水は水利権としての位置付けがありませんでしたが、今回の
水利権変更で“苗代期”として設定されたものの、十分な水量が確保された訳ではなく従来
通り揚水機の試運転で流れた程度の量となります。
　「水苗代用水」として利用されている方々には大変申し訳ありませんが、改良区としてこ
れまでのように用水路等への供給は出来ませんので、試運転で流れたもの、又は排水路等を
利用して頂くようになります。
　関係皆様のご理解とご協力よろしくお願い申し上げます。

土　地　改　良　区　広　報平成 27年 12月 1日
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「水苗代用水」へのお願い

　給水栓にゴミなどが詰まり、用水が完全に止ま
らなくなる事があります。その際は一度給水栓を
全開にしてゴミ排除をしてください。また、地区
によっては県営ほ場整備事業完了から10年以上経
過しており経年劣化等により、パイプの接合部分
が水圧に耐えきれず抜けたり、割れたりして顔等
に飛びケガをする事故が心配されます。
　安全のため、給水栓を操作する際は顔などを近
づけないようご注意願います。

◀◀ ゴミ詰まり

ゴミ詰まり解消 ▶▶

これは自己負担です！これは自己負担です！
　パイプラインの給水栓、マス等を破損さ
せた場合の補修工事費は、自己負担となり
ますので農作業の際は十分に注意して、大
切に管理するように心がけましょう。

　ほ場整備をした地区で水田を大豆などの転作田として利用する際、
多くは“水はけ”をよくするため、弾丸暗渠を行っています。近年、
水田に復元するため水を掛けて“荒代”をしてから、「畦畔から水漏
れがしている」との連絡が改良区に多く寄せられます。
　弾丸暗渠は水田の転作には有効ですが、復田をする際しっかり管
理をしないと次の耕作者が大変迷惑をします。

次年度に復田するために
　①秋の耕起と整地を早めにしっかり（特に畦畔沿いの弾丸暗渠部分を多く）行う。大きなトラクター
　　が更に有効です。
　②春には畦畔からの漏水を防ぐため畦畔塗りを行い、弾丸暗渠部分を丁寧に耕起する。
　③水を掛けた後に畦畔からの漏水を確認したら、荒代・代かきを再度行う。漏水の色が濁ってい
　　たら畦畔の近くと思われますが、透明だと浸透してくる場所がよく分からないため、全体を再度
　　大きなトラクターで歩くのも効果があります。
　　　　弾丸暗渠した穴は、乾燥したまま残っていますので潰すことが大事です。
　　　　復田する場合、春作業を早めに行い漏水の確認をする必要があります。

転作田の復元には！！転作田の復元には！！転作田の復元には！！

給水栓の水が止まらない・・・給水栓の水が止まらない・・・

尚、土地改良区では田面の補修等は出来ませんので、
ご理解よろしくお願いします。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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渡丸揚水機場水没
【 栗駒渡丸 地内 】

一の堰頭首工土砂堆積
【 栗駒文字 地内 】

西風用水路法面崩落
【 一迫日向 地内 】

二迫川堤防決壊による冠水
【 築館富沖富 地内 】

旧三の堰用水路ネットフェンス倒伏
【 鶯沢袋 地内 】

排水路法面崩落
【 金成金生 地内 】

岩渕用水路溢流
【 栗駒中野 地内 】

小用水路浮き上がり
【 一迫柳目 地内 】

旧三の堰用水路法面崩落
【 鶯沢袋 地内 】

岩渕用水路法面崩落
【 栗駒猿飛来久保沖 地内 】

平成27年9月関東・東北豪雨災害平成27年9月関東・東北豪雨災害

9月の関東・東北豪雨により改良区管内の施設にも甚大な被害を受けました。
現在、関係機関と連携し復旧工事を行っておりますが、復旧にはもうしばらく時間を要
しますので、ご理解とご協力をお願い致します。

9月の関東・東北豪雨により改良区管内の施設にも甚大な被害を受けました。
現在、関係機関と連携し復旧工事を行っておりますが、復旧にはもうしばらく時間を要
しますので、ご理解とご協力をお願い致します。



・賦課金に関すること
・一括繰上償還に関すること
・土地の移動等に関すること

●組織体制

・用水・排水に関すること
・工事に関すること
・ほ場整備に関すること

総務課 事業管理課

総代会

理事会

理事長 委員会
（ほ場整備）

監事会

事業管理課

委員会

総務課

総　　　　務
事 業 管 理
地区維持管理特別
ほ場整備推進

庶　務　係
会　計　係
賦課徴収係

実　　行
評　　価
換　　地

管　理　係
事　業　係
ほ場整備係
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水難事故防止に
　　　ご協力をお

願いします

　毎年各地で子供やお年
寄りの水路での事故が起
きています。普段水量が
少ない水路でも、配水調
整や大雨予報時の放水に
より増水することがあり
ますので、地域の方々や
ご家庭での注意と声がけ
をお願いします。

　住宅地の混住化が進んだせい
か、水路への“ゴミ捨て ”が多く
なってきています。ペットボトルや
発泡スチロール製のトレイなどが
目立ち、水路のあちこちで通水へ
の支障を来しています。
　また、最近では紙おむつも流れ
てきており大変迷惑しています。
農業関係者だけでなく、近隣の
方々にも声を掛けて“ ゴミ捨て禁
止”にご協力お願い致します。

　住宅地の混住化が進んだせい
か、水路への“ゴミ捨て ”が多く
なってきています。ペットボトルや
発泡スチロール製のトレイなどが
目立ち、水路のあちこちで通水へ
の支障を来しています。
　また、最近では紙おむつも流れ
てきており大変迷惑しています。
農業関係者だけでなく、近隣の
方々にも声を掛けて“ ゴミ捨て禁
止”にご協力お願い致します。増水した水路は流れが速いため非常に危険！

水路はごみ箱では
　　　　　ありません！！
水路はごみ箱では
　　　　　ありません！！

　改良区管内で自動車事故等により管理施設を破損する事故
が発生しております。このような場合
は、当事者の負担で復旧することにな
ります。幹線用水路には年間通して用
水が流れており、施設の破損状況によ
っては緊急を要するものもありますの
で必ず当改良区にご連絡ください。

物損事故は届け出を物損事故は届け出を
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　栗原市若柳総合支所建て替えに
伴い当改良区も移転する事となり
ました。
　移転先は合併前の旧三迫川沿岸
土地改良区事務所（栗原市役所金
成分庁舎北側）で、
一部増築して平成
２８年４月１日よ
り執務の予定です。

《 事務所移転のお知らせ 》《 事務所移転のお知らせ 》

各種問い合わせ先

☎0228-32-7181

用水施設管理ポスター
入選作品

用水施設管理ポスター
入選作品

　このポスターは迫川上流
地区管理体制整備推進協議
会（事務局：迫川上流土地
改良区）が水路への不法投
棄防止に対する啓発のため
募集したものです。

最優秀賞
　伊 藤 那 奈さん

　用排水路への過度の雪
捨ては、水路の閉塞によ
る溢水事故の原因となり
ます。また、施設への雪
寄せは安全施設等の破損
の原因ともなりますので、
ご注意願います。

　用排水路への過度の雪
捨ては、水路の閉塞によ
る溢水事故の原因となり
ます。また、施設への雪
寄せは安全施設等の破損
の原因ともなりますので、
ご注意願います。

雪捨て・雪寄せ
　注意！
雪捨て・雪寄せ
　注意！
雪捨て・雪寄せ
　注意！


